
NDBオープンデータについて（報告）

令和元年12月４日

厚⽣労働省保険局医療介護連携政策課

保険データ企画室

令和元年12月４日

資料１第47回レセプト情報等の
提供に関する有識者会議



1

NDBオープンデータのこれまでの経緯

日本再興戦略（平成25年６月14日閣議決定）

医療の質の向上や研究基盤の強化を進めるため、国が保有するレセプト等データの利活用を促進する。このため、民間企業も、
行おうとする研究が国の行政機関から費用の助成を受けているものである場合には、レセプト等データの提供を申し出ることがで
きることを含め、データ提供の申出者の範囲について周知徹底する。さらに、幅広い主体による適時の利活用を促すため、データ
提供の円滑化や申出者の範囲について検討する。

社会保障制度改革国民会議報告書～確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋～（平成25年８月６日）

国が保有するレセプト等データの利活用の促進も不可欠である。具体的には、個人情報保護にも配慮しつつ、現状は利用者の
範囲や使用目的が限定されている使用条件を緩和し、幅広い主体による適時の利活用を促すため、データ提供の円滑化に資す
る対策を講ずべきである。

レセプト情報・特定健診等情報データの利活用の促進に係る中間取りまとめ（平成26年３月20日）

NDBの活用の範囲については、民間組織からのヒアリング等を踏まえ、まず集計表情報について、試行的に提供を行うこととす

る。試行的な提供に当たり、その利用目的については、従来の第三者提供の目的に基づき、個別に審査を行うこととする。また、
試行的な提供における集計方法等については、有識者会議にワーキンググループを設置し、専門的な検討を行うなどの方策によ
り実施することとする。

レセプト情報等の提供に関するワーキンググループ中間報告（平成27年３月18日）

「全体的なデータを見た上で、何をするか考えたい」というデータ利用の姿勢は、具体的な利用目的のもとで必要最小限のデータ
提供を行う、という従来の第三者提供の枠組みには馴染みにくい。こうした傾向から、抽象的なニーズに応えるには、個別に寄せ
られた依頼に対する集計をその都度行うよりも、汎用性が高く様々なニーズに一定程度応えうる基礎的な集計表を作成し、公表し
ていくことがむしろ適当である

規制改革実施計画（平成27年６月30日閣議決定）

民間企業でも公益性の高い研究は可能であることから、民間企業に所属する研究者であっても、NDBデータの公益目的での利
用が可能となるよう、民間企業からの提案に基づき、厚生労働省においてNDBデータを基にした集計表を作成する枠組みを構築
する（平成２７年度検討・２８年度措置）

「NDBオープンデータ」の公表

平成28年10月 第１回NDBオープンデータの公表
平成29年９月 第２回NDBオープンデータの公表
平成30年８月 第３回NDBオープンデータの公表
令和元年８月 第４回NDBオープンデータの公表



2020年度2019年度

第５回NDBオープンデータの作成の考え方とスケジュール

作業項目 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

１ 定型部分の集計表作成

２ 集計要望の把握・まとめ

３
集計要望に基づく集計表
作成

４ 解説編・グラフ等の作成

５ 公表に向けた調整

○2018年度のレセプト情報、2017年度の特定健診等情報を集計対象とする。
○第４回ＮＤＢオープンデータと同一の項目は、定型的に集計表を作成する。
○2019年６月末まで集計要望を受け付け、それを踏まえた上で集計表を作成する。

作成の考え方

次回以降に向け、引き続き継続して要望を募る

２



第４回NDBオープンデータの一部を再集計いたします
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○ ８月27日に第４回NDBオープンデータを公表したところ。

○ ８月29日に、処方薬（内服／外用／注射）と特定保険医療
材料について、集計値に誤りがあり、現在一時的に公表を
停止。

○ 今後再集計し、正しい集計値を公表する予定。

第46回レセプト情報等の提供に関する有識者会議 資料２一部改変

再集計したものを10月25日に公表


